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株主各位

証券コード：3803
2024年６月12日

（電子提供措置開始日2024年６月６日）

株 主 各 位
東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
犬塚ビル1階
イ メ ー ジ 情 報 開 発 株 式 会 社
代表取締役社長  代 永 拓 史

[当社ウェブサイト] https://image-inf.co.jp/

[東証上場会社情報サービス] 
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます｡
　さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま
す。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載して
おりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し
上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IR資料」「株主総会招
集通知等」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブ
サイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「イメージ情報開
発」または「コード」に当社証券コード「3803」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書
類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よ
りご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）により議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集通知とあわせてお送りする議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年６月26日（木曜日）午後５時30
分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

1. 日 時 2024年６月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号

犬塚ビル1階
イメージ情報開発株式会社　本社会議室

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第49期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第49期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
　第１号議案
　第２号議案
　第３号議案

定款一部変更の件
取締役４名選任の件
監査役１名選任の件

記

以　上

　議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱うこととさせていただきます。
　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、代理人が株主総会に出席される場合、定款
第15条の規定に基づき、代理人は議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。また、そ
の際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。
　法令および当社定款第17条の定めに基づき、電子提供措置事項のうち、「業務の適正を確保する
ための体制及び当該体制の運用状況」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等
変動計算書」「個別注記表」につきましては、書面交付請求された株主様に対して交付する書面に
は記載しておりません。したがいまして、当該書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監
査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに修正した
旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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事業の経過およびその成果、設備投資等の状況、資金調達の状況、重要な組織再編等の状況、対処すべき課題

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、コロナ禍の終息に伴い徐々に社会経済活動の正常化が

進み、景気は緩やかに持ち直してきました。一方で、イスラエル・パレスチナ紛争の激化、長引

くウクライナ情勢による社会情勢の不安、エネルギー関連を中心とした物価高騰や世界的な金融

引締め等が続く中、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　当社グループの主要な事業領域である情報サービス業界においては、業務効率化・生産性向上

やビジネスモデルの変革を推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)関連に対する投資意

欲は高く、企業の競争力強化、業務プロセスの再構築に向けたIT需要の増加がみられました。

　このような事業環境の下、2022年３月期～2024年３月期の３か年の中期経営計画を策定し、事

業規模の拡大による企業価値向上に向け、以下の主要施策に取り組んでまいりました。

①収益が悪化している事業の見直し

　既存プロジェクトの採算性を見直し、従来取り組んでいた不採算なプロジェクトからの撤退や

採算性の高いプロジェクトへの注力による選択と集中、プロジェクト毎の採算管理の強化を進め

改善しました。

②積極的な事業投資

　加速する事業環境の変化に対する適応力強化のため、子会社の経営陣を刷新しました。新経営

陣のもと、製販体制およびサービス提供体制を強化し、積極的に商品およびサービスの開発を推

進しました。今後も商品およびサービスの開発、提案力および顧客満足度の向上に努め、安定的

な案件獲得を目指します。

③ITソリューション分野における提携関係の強化

　ITソリューションベンダー等との業務提携を通じて、営業から生産、運用、保守といったバリ

ューチェーン全体に渡り最適なITソリューションを構築し、顧客の課題解決に向けた付加価値の

高い提案を推進しました。一方、業務提携先となるITソリューションベンダーの選定において

は、将来の事業性および採算性の評価を通じて、戦略的な見直しを実施しました。
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④事業推進管理の強化による営業黒字の継続、拡大

　開発工数の削減等による原価低減、システム設計開発手法の改善による生産性の向上、開発ス

キルや協力会社の選択を含めた開発体制の適正化等を通じて、事業推進管理の強化による採算性

の向上を進めてまいりました。特に、開発業務のマネージメント強化およびコストコントロール

を徹底、開発状況に合わせた適切なリソースコントロールに注力しております。

⑤継続的な事業拡大に向けたビジネスモデルの整備

　多種多様化するニーズに合わせ、顧客の要望に応じた企画から設計・開発・運用・保守までの

一貫したサービスを提供しております。また、システム設計・構築における実績・ノウハウを蓄

積して顧客満足度の向上に努めてまいりました。さらにデジタルトランスフォーメーションを促

進・強化するためのITソリューションを市場に投入することにより、案件規模を拡大、新規顧客

開拓を加速し、安定的な案件獲得へ向け着実に推進しております。特に、成長市場分野の攻略お

よびストックビジネスの構築に向けて、事業基盤の整備、商品ラインアップの拡充を実施いたし

ました。

⑥成長加速のための資金調達およびM&Aを含めた他社との提携

　M&Aや資本業務提携は、自社の成長を加速させるための有効手段の一つであると認識しており

ます。事業の強化・領域拡大・効率化等の面でシナジー効果を狙い、M&Aおよび資本業務提携の

推進を継続しております。また事業環境や競合状況の急激な変化等により当初に期待していた成

果が得られない場合には、戦略の柔軟な見直しを進めてまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度における売上高は527,910千円（前年比3.3%減）となりました。

利益面におきましては、営業損失は13,504千円(前年は営業損失547千円)、経常損失は7,150千円

(前年は経常損失809千円)、親会社株主に帰属する当期純利損失は△20,735千円(前年は親会社株

主に帰属する当期純利益50,564千円)となりました。
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セグメント別の業績は次のとおりです。売上高につきましては、外部顧客への売上高を表示して

います。

〔ITソリューション〕

　企業システムのコンサルティング及び設計、開発につきましては、ソリューションベンダー

との連携による最適ソリューションの提供による企業のDX化の推進、パートナー企業との連携

強化、収益性向上に向けた取り組み、新規顧客開拓のための体制強化、自社製品のブランド力

強化等を進めてまいりました。

しかしながら、顧客開拓のための体制構築および受注プロセスの強化での十分な成果が得られ

ず、前期に比べ低調に推移いたしました。その結果、売上高は426,564千円(前年比7.0％減)、

セグメント利益は129,121千円(前年比12.9％減)となりました。

〔ＢＰＯ・サービス〕

　ＢＰＯ(業務アウトソーシング)及び決済サービス等各種サービスにつきましては、経済活動

の正常化に向けた動きが見られるなか、決済サービスが拡大し、また、新規サービスの開始に

伴い新規受注が進展いたしました。一方で新規サービス開発に伴い費用が増加しました。その

結果、売上高は101,345千円(前年比16.4％増)、セグメント利益は20,070千円(前年比29.9％

減)となりました。
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事業区分

第４８期

（2023年３月期）

第４９期

（2024年３月期）

（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ITソリューション

千円

459,102

%

84.1

千円

426,564

%

80.8

千円

△32,537

%

△7.0

ＢＰＯ・サービス 87,043 15.9 101,345 19.2 14,301 16.4

 合  計 546,145 100.0 527,910 100.0 18,235 △3.3

事業区分

第４８期

（2023年３月期）

第４９期

（2024年３月期）

（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

ITソリューション

千円

148,355

%

83.8

千円

129,121

%

86.5

千円

△19,234

%

△12.9

ＢＰＯ・サービス 28,640 16.2 20,070 13.5 △8,570 △29.9

 合  計 176,996 100.0 149,192 100.0 △27,804 △15.7

セグメント別の売上高の状況

※ セグメント間の取引については相殺消去しております。

セグメント別の売上総利益の状況

※ セグメント間の取引については相殺消去しております。

(2) 設備投資等の状況

　当連結会計年度における設備投資等の総額は60,454千円で、その主なものは、ソフトウェア、

システム開発機等であります。
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(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、新規の資金調達はありません。

(4) 重要な組織再編等の状況

　特記すべき事項はありません。

(5) 対処すべき課題

　当社グループは、前連結会計年度において547千円の営業損失、当連結会計年度において
13,504千円の営業損失及び20,735千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上しました。この
ため、現時点では継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。
　しかしながら、当社グループは、当面の運転資金に利用できる手元資金を十分に保有している
ため、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないものと判断しております。
　当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指し、安定的な収益の確保と事
業基盤の整備に向けて、重点的に以下の施策に取り組んでおります。なお、取組状況におきまし
ては「(1) 事業の経過及びその成果」をご参照ください。

①　収益が悪化している事業の見直し
②　積極的な事業投資
③　ITソリューション分野における提携関係の強化
④　事業推進管理の強化による営業黒字の継続、拡大
⑤　継続的な事業拡大に向けたビジネスモデルの整備
⑥　成長加速のための資金調達およびM&Aを含めた他社との提携

（配当について）

　当社グループは、将来にわたる企業価値向上のために内部留保の充実及び業容拡大のための先

行的な投資を優先する方針とし、将来的には業績や景況感等を総合的に勘案しながら株主様への

配当方針を検討いたします。

　期末配当につきましては、当事業年度の業績において、営業損失及び経常損失を計上したこ

と、並びに収益構造の改善や財務体質の強化に備えるため、株主の皆様には誠に申し訳ありませ

んが、無配とさせていただきます。

　当社は、株主の皆様のご期待に応えられるよう努めてまいりますので、今後とも何卒一層のご

理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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財産および損益の状況の推移

年　度
区　分

第46期
（2021年３月期）

第47期
（2022年３月期）

第48期
（2023年３月期）

第49期
(当連結会計年度)
（2024年３月期）

売 上 高 (千円) 684,954 928,825 546,145 527,910

経常利益又は経常損失(△) (千円) 21,736 9,501 △809 △7,150

親会社株主に帰属する当期純利益又は親
会社株主に帰属する当期純損失(△)

(千円) 144,884 6,423 50,563 △20,735

１株当たり当期純利益又は１
株当たり当期純損失（△）

(円) 71.86 3.19 25.08 △10.28

総 資 産 (千円) 799,750 767,520 706,893 612,762

純 資 産 (千円) 346,876 337,534 358,772 336,844

年　度
区　分

第46期
（2021年３月期）

第47期
（2022年３月期）

第48期
（2023年３月期）

第49期
(当事業年度)

（2024年３月期）

売 上 高 (千円) 69,676 73,454 99,624 67,943

経 常 損 失 ( △ ) (千円) △11,497 △18,885 △7,201 △44,995

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 115,409 30,999 46,476 △35,244

１株当たり当期純利益又は１
株 当 た り 当 期 純 損 失 ( △ )

(円) 57.24 15.37 23.05 △17.48

総 資 産 (千円) 457,666 379,905 388,823 349,006

純 資 産 (千円) 325,902 341,135 358,286 321,849

(6) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）１.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式

数に基づいて算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

（注）１.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式

数に基づいて算出しております。
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重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

イメージ情報システム株式会社 70百万円 100.0％

シ ス テ ム 設 計 / 構 築
運 用 / 保 守 事 業
商 品 販 売 事 業
B P O / サ ー ビ ス 事 業

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②親会社等との取引に関する事項

該当事項はありません。

③重要な子会社の状況

(8) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

事業内容

当社グループは、当社、連結子会社１社(イメージ情報システム株式会社)の計２社で構成され

ており、業務改革や課題解決を進める企業に対し、ＩＴ戦略の支援からシステムの設計構築・運

用保守･業務アウトソーシング等の総合的なサービスを提供しております。

特定のメーカーやパッケージソフト等に依存せず、顧客企業のビジネス戦略に沿った柔軟なシ

ステム実現、ワンストップでの総合的なサービス提供を特徴としております。

当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

①ITソリューション

・コンサルティング／設計／構築

当事業においては、主にＩＴ戦略の支援及びシステムの設計構築を行っております。当社及

びイメージ情報システム株式会社が事業を展開しております。

・運用／保守

当事業においては、主にコンサルティング／設計／構築事業において顧客に提供したシステ

ムの運用・保守業務を受託しております。当社及びイメージ情報システム株式会社が事業を展

開しております。

－ 9 －
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重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容

・商品販売

当事業においては、情報通信機器、ソフトウエアの仕入／販売、自社開発のパッケージソフ

トウエアの製造／販売を行っております。当社及びイメージ情報システム株式会社が事業を展

開しております。

②ＢＰＯ／サービス

当事業においては、決済処理業務や会員管理業務等を受託しております。主にイメージ情報

システム株式会社が事業を展開しております。

－ 10 －
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主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先の状況

名 称 所 在 地

本 社 東京都千代田区

会 社 名 所 在 地

イ メ ー ジ 情 報 シ ス テ ム 株 式 会 社 東京都千代田区

(9) 主要な営業所（2024年３月31日現在）

① 当社

② 子会社

従業員数 53〔3〕名 前連結会計年度末比増減　3名減

平均年齢 45.8歳 平均勤続年数　14年11ヶ月

従業員数 4〔1〕名 前事業年度末比増減　1名増

平均年齢 55.5歳 平均勤続年数　2年4ヶ月

(10) 従業員の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、就業人員であります。

２. 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員であります。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、就業人員であります。

２. 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員であります。

(11)主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）

　該当事項はありません。

－ 11 －
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会社の株式に関する事項

① 発行可能株式総数 7,120,000株

② 発行済株式の総数 2,080,000株

③ 当事業年度末の株主数 655名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社イメージ企画 612,000株 30.35％

株式会社ミヤマ 200,100株 9.92％

株式会社ＮＢＩ 200,000株 9.91％

代　永　　　衛 197,900株 9.81％

代　永　英　子 162,600株 8.06％

代　永　拓　史 53,200株 2.63％

株式会社ＳＢＩ証券 34,100株 1.69％

大　久　保　陽　介 31,200株 1.54％

中　根　近　雄 18,700株 0.92％

イメージ情報開発従業員持株会 18,000株 0.89％

２. 会社の現況

株式の状況（2024年３月31日現在）

（自己株式63,759株を含む。）

④ 大株主

(注) １. 当社は、自己株式を63,759株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

－ 12 －
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当社の会社役員に関する事項

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 代　永　拓　史
株式会社ＮＢＩ　代表取締役
イメージ情報システム株式会社　取締役

取締役 半　田　基　実
経営企画室長
イメージ情報システム株式会社　代表取締役

取締役 辻　　　隆　章
経営管理部長
イメージ情報システム株式会社　取締役

取締役 小　山　　脩 －

常勤監査役 酒　井　　　朗 イメージ情報システム株式会社　監査役

監査役 鹿　野　裕　司 株式会社デジタルコンセプト　代表取締役

監査役 日　原　仰　起 －

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

井上康太 2023年12月31日 辞任 取締役

梅本常明 2024年１月31日 辞任 取締役

イメージ情報システム株式会社代表取締役

３. 当社の会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１.　取締役小山脩氏は社外取締役であります。

　　　２.　監査役酒井朗氏、鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であります。

　　　３．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

　　　　①2023年6月22日をもって、監査役　陣野原博幸氏は辞任により退任しました。

　　　　②2023年6月23日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって取締役　小町博之氏は辞任により退任い

たしました。

　　　　③2023年6月23日開催の第48回定時株主総会において、半田基実氏及び辻隆章の両氏は取締役に新たに

選任され、それぞれ就任いたしました。

　　　４．事業年度中に退任した取締役

　　　５. 取締役小山脩氏、監査役酒井朗氏、鹿野裕司氏及び日原仰起氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決

定方針を決議しております。

－ 13 －
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当社の会社役員に関する事項

① 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

[基本報酬に関する方針]

（a）取締役の報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを付

与し決定運用いたします。

（b）当社の個々の取締役の報酬は、すべて固定報酬とし、次の報酬方針に従って社外取締役及び

監査役の助言・提言を考慮し、公正性・透明性を確保し取締役会において決定いたします。

（報酬方針）

・業務執行取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、月例の固定報酬と

し、役位間、従業員、同業他社、地域水準等と比較してバランスに配慮したものであること。

・業績との整合性を図るほか、具体的・合理的な経営指標に基づいたインセンティブの設定等、

中長期的な業績の向上と企業価値の増大に資する意識付けを図るものであること。

・社内外の優秀な人材を確保することができる水準であること。

・非業務執行取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役

の報酬とのバランスに配慮したものであること。

・社外取締役として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち

得るものであること。

（c）上記報酬方針に従い、個々の報酬部分については、役位間、従業員とのバランス等を配慮し

取締役就任年数、業務実績等を勘案のうえ加減できるものとしております。

　取締役の報酬総額は、2001年５月開催の定時株主総会において、取締役について年額１億円以

内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役

の員数は４名であります。

　なお、当事業年度においても、これら手続きに則り、取締役の個人別の報酬が決定されている

ことから、取締役会はその決定が決定方針に沿うものである判断しております。

② 監査役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

2001年５月開催の定時株主総会において、監査役の報酬総額は年額5,000万円以内と決議されて

おります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名であります。

　なお、その報酬総枠以内を条件に、監査役の協議により決定することとしております。

－ 14 －
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当社の会社役員に関する事項

区 分 報酬等の総額 報酬の種類別の総額 対象となる
役員の員数

基本報酬 その他の報酬

取 締 役
（内、社外取締役）

43,163千円
（1,200千円）

43,163千円
（1,200千円）

－
（－）

7名
（1名）

監 査 役
（内、社外監査役）

5,040千円
（4,740千円）

5,040千円
（4,740千円）

－
（－）

4名
（3名）

合 計
(内、社外役員)

48,203千円
(5,940千円）

48,203千円
(5,940千円）

－
（－）

11名
(4名）

当事業年度の役員の報酬については、取締役の個人別の報酬等に関する方針及び内容について審

議を行い、社外取締役及び監査役の助言・提言を受け、取締役会において決定をしております。

　　③　社外役員が親会社等又は親会社の子会社等から受けた役員報酬等の総額

　　　該当事項はありません。

(注)  １. 上表には、2023年6月22日、2023年6月23日、2023年12月31日、2024年1月31をもって辞任した

取締役３名、監査役１名を含んでおります。

　　　２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　３. 取締役会は、代表取締役社長代永拓史氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任してお

ります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行う

には代表取締役社長が適していると判断したためであります。

－ 15 －
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当社の会社役員に関する事項

地位 氏名
出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割

に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役 小 山 　 脩

当事業年度中に開催された取締役会18回のうち18回

出席し、主に当社グループの主たる事業における経

営者としての豊富な経験と幅広い見識及びネットワ

ークを有する見地から、取締役会において、当該視

点から積極的に意見を述べており、特にコーポレー

ト・ガバナンスの強化について専門的な立場から助

言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保す

るための適切な役割を果たしております。

社 外 監 査 役 酒 井 　 朗

当事業年度中に開催された取締役会19回のうち19

回、監査役会16回のうち16回出席し、長年の金融業

界における豊富な経験と知識、上場企業の監査等委

員である取締役としての経験等を活かし、取締役会

において、意思決定の妥当性・適正性を確保するた

めの適切な役割を果たしております。また監査役会

において、豊富な経験と高い見識に基づき適宜、必

要な発言を行っております。

社 外 監 査 役 鹿 野 裕 司

当事業年度中に開催された取締役会19回のうち18

回、監査役会16回のうち15回出席し、企業経営等の

豊富な経験や実績、幅広い知識等を活かし、取締役

会において、取締役の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っております。また監査役

会において、豊富な経験と高い見識に基づき適宜、

必要な発言を行っております。

(３) 社外役員に関する事項

①  他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外監査役　酒井朗氏は、イメージ情報システム株式会社の社外監査役（常勤）でありま

す。当社は兼職先の100%親会社です。

・社外監査役　鹿野裕司氏は、株式会社デジタルコンセプト代表取締役であります。当社と

兼職先との間には、重要な取引関係その他特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

－ 16 －
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当社の会社役員に関する事項

地位 氏名 出席状況及び発言状況

社 外 監 査 役 日 原 仰 起

当事業年度中に開催された取締役会19回のうち18

回、監査役会16回のうち15回出席し、企業経営等の

豊富な経験や実績、幅広い知識等を活かし、取締役

会において、取締役の意思決定の妥当性・適正性を

確保するための発言を行っております。また監査役

会において、豊富な経験と高い見識に基づき適宜、

必要な発言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役及び各社外監査役と会社法第423条第１項の賠償責任について、その

賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。

（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮することができるようにするとと

もに、取締役として有用な人材の招聘を行うことができるよう、会社法第430条の３第１項に規定す

る役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆О保険契約）を保険会社との間で締結しております。

その契約の内容の概要は、取締役及び監査役を被保険者として、被保険者が会社の役員としての

業務につき行った行為に起因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から損害賠償

請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。なお、当該保険の保険料

につきましては、社外取締役の同意を得て、会社が負担することとしております。

(５)　事業年度中に法令・定款違反その他不当(不正)な業務執行の事実ある時の当該事実への予防

行為・対応行為の概要

　取締役の職務の執行に関連し、経費の不正使用という取締役の善管注意義務違反に該当する事案

が発生いたしました。社内通報を契機として外部調査会社も加えた事実関係調査を行い、調査結果

を踏まえた適切な対応を講じました。

－ 17 －
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会計監査人の状況

公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 14,500千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 14,500千円

４. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人アリア

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が

適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判

断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し

た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理

由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人監査法人アリアは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としておりま

す。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については四捨五入によ

り表示しております。
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連結貸借対照表

（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産 476,018 流 動 負 債 96,157

現 金 及 び 預 金 363,160 買 掛 金 17,142

受取手形、売掛金及び契約資産 87,182 賞 与 引 当 金 15,853

貯 蔵 品 242 未 払 法 人 税 等 9,914

前 払 費 用 21,853 そ の 他 53,247

預 け 金 1,229 固 定 負 債 179,759

そ の 他 2,350 繰 延 税 金 負 債 3,043

固 定 資 産 136,743 退 職 給 付 に 係 る 負 債 176,716

有 形 固 定 資 産 3,715

工 具 、 器 具 及 び 備 品 3,715

負 債 合 計 275,917

純　資　産　の　部

無 形 固 定 資 産 94,009 株 主 資 本 327,644

ソ フ ト ウ ェ ア 50,472 資 本 金 301,000

ソフトウェア仮勘定 43,537 資 本 剰 余 金 8,552

投 資 そ の 他 の 資 産 39,018 利 益 剰 余 金 72,097

投 資 有 価 証 券 18,773 自 己 株 式 △54,005

繰 延 税 金 資 産 2,129 その他の包括利益累計額 9,200

そ の 他 18,115 その他有価証券評価差額金 9,200

純 資 産 合 計 336,844

資 産 合 計 612,762 負 債 及 び 純 資 産 合 計 612,762

連 結 貸 借 対 照 表

（注） 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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連結損益計算書

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 527,910

売 上 原 価 378,717

売 上 総 利 益 149,192

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 162,697

営 業 損 失 ( △ ） △13,504

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 101

助 成 金 収 入 3,245

そ の 他 6,164 9,511

営 業 外 費 用

支 払 利 息 598

そ の 他 2,558 3,156

経 常 損 失 ( △ ） △7,150

特 別 損 失

特 別 調 査 費 用 5,100

訴 訟 関 連 費 用 1 5,101

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △12,251

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,368

法 人 税 等 調 整 額 △885 8,483

当 期 純 損 失 ( △ ) △20,735

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 -

親会社株主に帰属する当期純損失(△) △20,735

連 結 損 益 計 算 書

（注） 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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貸借対照表

（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

資　産　の　部 負　債　の　部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産 261,791 流 動 負 債 23,750

現 金 及 び 預 金 222,897 買 掛 金 202

売 掛 金 290 未 払 金 6,381

貯 蔵 品 26 未 払 法 人 税 等 835

前 払 費 用 11,489 前 受 金 14,346

関 係 会 社 立 替 金 8,368 そ の 他 1,984

預 け 金 1,229 固 定 負 債 3,407

そ の 他 17,488 退 職 給 付 引 当 金 364

固 定 資 産 87,215 繰 延 税 金 負 債 3,043

有 形 固 定 資 産 129

工具、器具及び備品 129 負 債 合 計 27,157

投資その他の資産 87,085 純　資　産　の　部

投 資 有 価 証 券 18,773 株 主 資 本 312,648

関 係 会 社 株 式 65,000 資 本 金 301,000

そ の 他 3,312 利 益 剰 余 金 65,654

利 益 準 備 金 2,000

その他利益剰余金 63,654

繰越利益剰余金 63,654

自 己 株 式 △54,005

評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,200

その他有価証券評価差額金 9,200

純 資 産 合 計 321,849

資 産 合 計 349,006 負債及び純資産合計 349,006

貸　借　対　照　表

（注） 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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損益計算書

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 67,943

売 上 原 価 10,805

売 上 総 利 益 57,137

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 105,320

営 業 損 失 （ △ ） △48,183

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 99

そ の 他 4,332 4,431

営 業 外 費 用

諸 手 数 料 1,244 1,244

経 常 損 失 （ △ ） △44,995

特 別 損 失

特 別 調 査 費 用 5,100

訴 訟 関 連 費 用 1 5,101

税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △50,097

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △14,853 △14,853

当 期 純 損 失 ( △ ) △35,244

損　益　計　算　書

（注） 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

－ 22 －



2024/05/30 11:40:26 / 23068256_イメージ情報開発株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 茂木　秀俊

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 山中　康之

独立監査人の監査報告書

2024年５月28日

イメージ情報開発株式会社

取締役会　御中

監査法人アリア
東京都港区

　

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イメージ情報開発株式会社の2023年４月１日から

2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、イメージ情報開発株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。

当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及

び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど

うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど

うか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計

算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個

別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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連結会計監査報告

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性

が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報

告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類

の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連

結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な

監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する

ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用

している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。

以上
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個別会計監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 茂木　秀俊

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 山中　康之

独立監査人の監査報告書

2024年５月28日

イメージ情報開発株式会社

取締役会　御中

監査法人アリア

東京都港区

　

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イメージ情報開発株式会社の2023年４月１

日から2024年３月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ

た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし

てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか

検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類

等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が

あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り

の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記

事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人

の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書

類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する

ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用

している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
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監査報告書

　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第49期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報

告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環

境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財

産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社からも事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するため

の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な

ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附

属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(１) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

②取締役の職務の執行に関連し、経費の不正使用という取締役の善管注意義務違反に該当する

事案が発生いたしました。社内通報を契機として外部調査会社も加えた事実関係調査を行い、

調査結果を踏まえた適切な対応を取締役会に要請いたしました。それ以外に取締役の職務の執

行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３)連結計算書類の監査結果

会計監査人 監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月23日

イメージ情報開発株式会社　監査役会

常勤社外監査役 酒　井　　朗 ㊞

社外監査役 鹿　野　裕　司 ㊞

社外監査役 日　原　仰　起 ㊞
　

　

以上
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変  更  案

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと、ならび
に会社、組合その他これに準ずる法人等の株式
又は持分を所有することにより、当該会社等の
事業活動を支配又は管理することを目的とす
る。
１．～３．（条文省略）
(新設)
(新設)
４．～１１．(条文省略)
(新設)
(新設)
１２．前各号に付帯する一切の業務

（発行可能株式総数）
第６条
当会社の発行可能株式総数は7,120,000株とす
る。

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと、ならび
に会社、組合その他これに準ずる法人等の株式
又は持分を所有することにより、当該会社等の
事業活動を支配又は管理することを目的とす
る。
１．～３．（現行通り）
４．情報システムに関連する事業運営
５．電子商取引に関連する業務
６．～１３．(現行通り)
１４． 投資ファンドの組成及び運用・管理
１５． 有価証券の保有並びに運用、投資、売買
１６． 前各号に附帯する一切の業務

（発行可能株式総数）
第６条
当会社の発行する株式の総数は8,320,000株とす
る。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由
　当社グループは成長加速のため、情報システムに関連する事業運営及び電子商取引に関連する業務
については、当社のITシステムに関する事業領域をさらに拡大させることを目的として付け加えるも
のです。また、M&Aや資本業務提携は、自社の成長を加速させるための有効手段の一つであると認識
しております。事業の強化・領域拡大・効率化等の面でシナジー効果を狙い、M&Aおよび資本業務提
携の推進を継続しております。その過程において直接的、間接的純投資を行うことにより、安定した
事業を行う財務基盤が強固な優良企業を割安な価格で取得し、結果として企業価値を最大化すること
を目的として新たな事業目的を付け加えるものです。

２．定款変更案の内容
　定款変更案の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分）
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取締役4名選任の件

候補者
番　号

氏 　 　 名
（生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

よ な が　　た く じ

代　 永　　　拓　 史

(1970年10月１日)

1994年４月  ノベル株式会社入社
1998年７月  キヤノン株式会社入社
2002年２月  フューチャーシステムコンサルティング株式会

社（現 フューチャーアーキテクト株式会社）入
社

2005年１月  当社入社 執行役員
2005年６月  当社 取締役副社長
2006年６月  当社 代表取締役副社長
2006年10月  当社 代表取締役社長
2008年11月  株式会社NBI設立 代表取締役（現任）
2012年６月  当社 取締役退任
2019年４月  ポートホールディングス株式会社 取締役
2019年６月  当社 代表取締役社長（現任）

53,200株

【選任理由】

長年にわたり企業経営及びIT事業に従事し豊富な経験・実
績・見識を有し、当社の経営戦略を強力に推進しておりま
す。今後もその豊富な経験により培った知見と能力が当社の
経営に欠かせないものと判断できるためであります。

第２号議案 取締役４名選任の件

提案の理由

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の４名の取締役（う

ち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。業務執行取締役については、情報サービス

の事業領域で最適ソリューションを提供する企業集団の実現に必要な資質・経験等を勘案し、候補者

を決定しました。社外取締役については、当社グループの経営監督機能の強化および業務執行に係る

意思決定の妥当性・適正性の確保に向け、当社グループの経営に対する理解、ならびに多面的な経営

判断に必要な見識・経験等を勘案し、候補者を決定しました。これら４名の取締役の選任をご承認い

ただき、中期経営計画の目標達成に向け迅速かつ適切な事業執行機能、ならびに健全かつ透明性の高

いコーポレート・ガバナンス機能を有する経営体制を構築したいと存じます。

取 締 役 候 補 者
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取締役4名選任の件

候補者
番　号

氏 　 　 名
（生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２
は ん だ　　も と み

半   田    基   実
(1967年９月２日)

1990年４月  日立システムエンジニアリング株式会社（現株
式会社日立ソリューションズ）

1997年９月  株式会社ディレク・ティービー
2000年６月  株式会社キュー システム開発部門 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
2002年10月  株式会社 USEN
2003年２月  同社 システム部長
2009年５月  株式会社レコチョク システム戦略担当部長
2009年６月  同社 システム本部長
2013年３月  夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前

館） システムグループ 執行役員兼ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
2013年５月  夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌
2013年５月  株式会社薩摩恵比寿堂 取締役（兼任）
2014年４月  株式会社LUXA（現auコマース＆ライフ株式会

社）システム戦略担当
2016年６月  同社 執行役員 開発統括本部長
2023年４月  同社 サービス開発本部副本部長
2023年６月  当社 取締役経営企画室長(現任)

－株

【選任理由】

長年にわたり企業経営及びIT事業に従事し豊富な経験・実
績・見識を有し、当社の経営戦略を強力に推進しておりま
す。今後もその豊富な経験により培った知見と能力が当社の
経営に欠かせないものと判断できるためであります。
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取締役4名選任の件

候補者
番　号

氏 　 　 名
（生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

つじ　　　たかあき
辻󠄀 　 隆 章
(1969年６月３日)

1995年４月  株式会社マクニカ 入社
1998年４月  日本ゴア株式会社 入社
2016年８月  株式会社メガスポーツ 入社
2016年10月  株式会社メガスポーツ 取締役
2018年11月  光通信株式会社 入社
2019年11月  Oakキャピタル株式会社 入社
2019年11月  Oakキャピタルインベストメント株式会社 取締

役
2021年６月  スターリング証券株式会社 入社
2022年４月  キャロットキャピタル株式会社 取締役
2022年12月  3PLATZ株式会社 執行役員
2023年６月  キャロットキャピタル株式会社 代表取締役(現

任)
2023年６月  当社取締役経営管理部長(現任)

－株

【選任理由】

投資銀行業務やマーケティング等、企業経営全般に豊富な経
験と知識を有し、これらの経験等をグループ経営や管理・監
督に活用していただき、当社グループの企業価値向上の実現
を期待できるためであります。
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取締役4名選任の件

候補者
番　号

氏 　 　 名
（生  年  月  日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４

こ や ま　　　お さ む

小　　山　　　　脩

(1947年３月24日)

1969年４月  株式会社神戸製鋼所入社
1991年４月  同社 新分野事業部 企画管理部長
1993年11月  同社 電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営

業部長
1998年１月  同社 理事
1998年６月  コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長
1999年７月  同社 常務取締役
2003年７月  同社 専務取締役
2006年４月  同社 取締役副社長
2008年４月  同社 取締役会長
2009年４月  同社 顧問
2013年４月  日本電通株式会社 顧問
2015年７月  ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソ

リューションズ株式会社）出向 代表取締役会長
2018年４月  同社顧問
2019年６月  当社 社外取締役（現任）

－株

【選任及び期待される役割の概要】

当社グループの主たる事業における経営者としての豊富な経
験と幅広い見識及びネットワークを有しており、当社の経営
とコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくこと
を期待できるためであります。

（注）

１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．代永拓史氏は親会社等に該当します。

３. 小山脩氏は、社外取締役候補者であります。

４. 小山脩氏は、会社法第427条第１項の規定に基づく同法第423条第1項の規定の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結してお

ります。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回

更新時においても同内容での更新を予定しております。

６．当社は、小山脩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

－ 35 －
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監査役１名選任の件

氏 　 　 名
（生  年  月  日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

にしむら　　かおる
西 村  馨
(1958年12月２日)

1982年4月  ソニー株式会社入社
1995年3月  ソニー・コミュニケーション・ネットワーク株式

会社出向マーケティング部長
2000年3月  ソニー株式会社CRM担当部長
2004年3月  同社ダイレト・タッチポイント・マーケティング

担当部長
2009年9月  株式会社寺岡精工入社
2010年1月  同社流通オートメーション事業部長
2013年1月  同社営業推進企画部長
2015年1月  同社グローバルマーケティング&コミュニケーシ

ョンズ部門本部長
2018年3月  日本NCR株式会社入社企画室長
2019年4月  ポートホールディングス株式会社取締役事業開発

部長
2020年3月  当社入社 経営企画室長
2020年6月  当社取締役経営企画室長
2021年6月  当社取締役退任

－株

【選任理由】

新任の監査役候補者であります。経営幹部、企業経営者とし
ての豊富な経験と高い見識、および専門知識に基づき、当社
グループの経営監査機能の強化に資するとともに、経営全般
に関し有用な助言、提言をいただけるものと考えておりま
す。

第３号議案 監査役１名選任の件

提案の理由

　当社の監査体制の強化を図るため監査役を１名増員とし、監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。
　監査役候補者については、当社グループの経営監査機能の強化とともに取締役会等における助言、
提言を経営判断の参考とするため、監査に必要な専門知識・経験、ならびに企業経営に関する見識・
経験等を勘案し、候補者を決定しました。
　１名の監査役の選任をご承認いただき、非改選の３名の監査役とともに公正かつ透明性の高い監査
により、引き続きコーポレート・ガバナンス機能の強化を図りたいと存じます。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監　査　役　候　補　者

－ 36 －
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監査役１名選任の件

（注）
１．西村馨氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．西村馨氏の監査役としての在任期間は４年になります。
３．西村馨氏は、会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の規定の損害賠 償責任を限
定する契約を締結しております。各候補者の再任が承認された場合は、各氏との当該契約 を継続す
る予定であります。
４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員賠償責任保険契約を締
結して おります。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保 険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 37 －
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地図

定時株主総会会場ご案内図

イメージ情報開発株式会社

A1出口
外堀通り

神田川

至新宿至新宿 東口東口
東洋高校東洋高校

JR水道橋駅JR水道橋駅 JR御茶ノ水駅JR御茶ノ水駅

東京メトロ
丸ノ内線
東京メトロ
丸ノ内線

東京デザイナー学院東京デザイナー学院 KDX御茶ノ水ビルKDX御茶ノ水ビル

御茶ノ水橋口御茶ノ水橋口
至秋葉原至秋葉原

中央労働金庫中央労働金庫

靖国通り都営新宿線・三田線
東京メトロ半蔵門線
都営新宿線・三田線
東京メトロ半蔵門線

日本大学
法科大学院

明治大学
アカデミーコモン

明治大学
アカデミーコモン神田女学園高神田女学園高

お茶の水小

都
営
三
田
線

都
営
三
田
線

白
山
通
り

本
郷
通
り

JR口

神保町駅神保町駅

御茶ノ水駅御茶ノ水駅

水
道
橋
駅

水
道
橋
駅

A5出口

東京都千代田区神田猿楽町二丁目４番11号

犬塚ビル１階

イメージ情報開発株式会社　本社会議室

交通：

JR御茶ノ水駅　御茶ノ水橋口　徒歩7分

JR水道橋駅　　東口　　　　　徒歩7分

(ご注意)

お車でのご来場はご遠慮願います。


